
（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
うち都市計画
税充当額※１

2,305,413 968,153 826,000 369,308 141,952 87,895

都市計画道路 大竹駅周辺整備事業 1,592,802 642,658 508,100 303,109 138,935 86,027

駅前油見線改築事業 3,017 3,017 1,868

公共下水道 大竹下水処理場共同処理整備事業 709,594 325,495 317,900 66,199 0 0

一般会計　※２ 14,320 14,320 8,867

公共下水道事業会計 219,498 137,805 81,693 50,583

2,539,231 968,153 826,000 507,113 237,965 147,345

※１　都市計画税充当額は、各事業に要する一般財源の額で按分しています。

（単位：千円）

※４　その他には、下水道使用料等が含まれます。

※５　一般財源は、都市計画税充当額を除いた額です。

※３　公債費（公営企業）とは、過去に公営事業会計において実施して
きた都市計画事業（公共下水道事業）のために発行した地方債（企業
債）の元利償還金です。

都市計画事業関連
公債費

合計

都市計画事業

※２　公債費（一般会計）とは、過去に一般会計において実施してきた
都市計画事業（大竹駅周辺整備事業、南栄下白石線外１路線道路改築事
業）のために発行した地方債の元利償還金です。

　５　令和４年度都市計画事業の内訳
　平成21年度から導入している都市計画税は、都市計画事業に要する経費に使う目的税です。
　都市計画事業とは、県知事の認可を受けて行う「都市計画施設」の整備に関する事業及び「市街地再開発事業」をいいます。大竹市で
は、これまで主に都市計画道路事業、公共下水道事業、公園事業を、県知事の認可を受けて実施しています。
　令和４年度に実施した都市計画事業の事業内訳と財源内訳は、以下の通りです。

区分 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源


